
（３）フ ンラン の 害 と

 

 フ ンラン スウ ー ン ンマー な と同 、 る北 国 の一 と

して ら るが、 年、 る に に関する 報 な  
の 害の る の と 合に関する EU の で、 によると ー ッ 国

の 害の る の 合 一 から 20 と が るが、フ ンラン 15 で る

の 害の る 22%で る  
  

：EU Statistics 2015, Disability statistics -prevalence and demographics. Table 1: Prevalence of 

basic activity difficulties or disability, persons aged 15–64, 2011 and 2012. Source: Eurostat (hlthdp010), 

(hlthdp060) and (hlthdpeh005) 1よ 用 

に して日本に る 害の る 、「 害 （ 害 を ）436 、

的 害 （ 的 害 を ）108 2 、 害 419 3 、国民の よ

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34409.pdf  2020/02/10  
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7.6 が らかの 害を して る」と推 て る2  
 害の る の 合に関して 、 のよ に して ータに ウントするか

国で が 、 の に の 害 の 度・政策と理 の 成 セス

が る 本 で フ ンラン の 害 と の歴史と を し の理

を して、 の 研究の とし  
  
1. フ ンラン の 害 の 略 
 第 大戦 、フ ンラン 国境を する に する めに イ と 関

係を に 戦 告して戦 め、日本・ イ ・イタリアの 国 と な 、

保 のの国 の と の 、 し 戦 と を て戦 の

を めな ばならなか （ 2017） 1950 年 に への を 済して国際社

会に し 、1960 70 年 に 経済成 が進んで、スウ ー ン ンマー に

スタートで が 国 が本 し（ ・一 ケ 1998）、公的 によ

に関係な な ー スを地 治 から ら 、 をインフォーマ な

ケアに しな 北 国 の を るに （山 2009）  
に る 害 政策の 経済成 を として 1970 年 に か 1970

年 ば で 、 害を個 が す 問題と 治 を行 とする

による 別の 度 が進ん が、1970 年 ーマライ ーシ ンの思 と

害の る の 生活 動が が で の 害 から

へと政策の が し、 害 政策の に が する とし

て 1986 年に （VANE）3 全国 害 議会が政 に 1990 年 に 国 の

「 害 の 会 等 に関する 規 」に して、 害の る を し と

して 社会が を を と 社会 を し 報告 「Towards a 
Society for All」が VANE によ て 1995 年に 成 4 一 、1990 年 の経済

に 、 害 ー スの を めに、 害の る の社会 動の

進ん （TAKAHASHI 2017）  

                                                  
2 元年度 害

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r01hakusho/zenbun/siryo_02.html  2020/02/10  
3 VANE 1986 年に The National Council on Disability（全国 害 議会）として政 で

社会保 に して の の で る（TAKAHASHI 2017）  
 ・構成： 害 団 団 の と の が   
 ・ 的： 害 の生活状況の と の   
 ・ ： 害 政策 グラムの を 成し 度を して、 害の る の視 からの地域

を行 EU の 害 政策 に するとと に地 治 への 報 を行 etc. 
2016 年から、 害 第 33 に 国 での の と 視を行 Advisory Board 
for the Rights of Persons with Disabilities とな 構成と の で る

（https://vane.to/en/vane 2020/02/10 ） 
・構成： 害 団 の 、 の 、 市 団 、地 治 の な  
・ ：国の政策のす ての での 害 の 進、行動 の策 と ニタリング 

4 Ministry of Social Affairs and Health（2006）Government Report on Disability Policy. 
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害 ー スの を規 する 本的な 、 社会 （Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014、1982 年に成 （1982/710）し 2014 年に全 ）、 害 ー ス （Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987、1987
年 ）、 的 害 別ケア （ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977、1977
年 ）で る5 害の る が一 の 本的な ー スを る が る とを

文 し の北 で の 的な と 、 によ ー ナ ・アシスタンス

度を公的に 用で るよ にな のの、 治 に か て 6 、2008 年

によ 2009 年から 治 に ー ナ ・アシスタンス 度の が 務 ら 、 度

害 とな 、 的 害 に して が る とにな て PA の 用が

可能にな 7  
2006 年に国 で 害 が ると、 の を して国 の 害

を する動 が活発にな VANE 害の る への アリングに て 害

政策 グラム「A Strong  Basis for Inclusion and Equality: Finland’s Disability 
Policy  Programme」（VAMPO 2010-2015） 8    を 成し、 の 、社会経済的地 の

、 ー ス へのア セスと 、 リアフリーの な を 、 害の る

のニーズ 生活 の ータの ・ を進め に て な

国 、 害 ー スを る めの地 治 への 民 に関する 、社会

（ ）、 的 害 別ケア （ ）な で る 2016 年 5 に 害

を 議 めて すると、VANE が とな て、 害の る が の生

活で て る 保 の状況に て 報 する め 害 団 が への ア

リングとメー による ）を行 、 果を て 本 「Right to social inclusion 
and equality: The National Action Plan on the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities 2018 2019」を策 し の で 、行政の で の 行を 進

する めに 82 の が て に が 、 が の る の の

                                                  
5 社会保 Ministry of Social Affairs and Health の 害 ー ス HP: 

https://stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet による の の日本 、フ ンラン

務 ータ ース https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/ の を

Social Welfare Act Disability Services and Support Act） Act on the Special Care of People with 
Developmental Disabilities で る （2020/02/11 ） 

6 ー ナ ・アシスタント（PA） 度と 本的に、 害の る が で を んで 用（

）し、 に を 、 の にかかる 用 公的 用で する によ て

害の る が に大 な をか る とな 、 生活と社会 を可能にする PA の 用 、

、 務、 での日 生活、 るが 社会 の となる （ ・

（2012） 
7 市保 が 保 が 課（2013）「北 に る を する が に

する公的 に て」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/sankou.pdf（2020/03/15 ） 

8 Ministry of Social Affairs and Health, Finland’s Disability Policy Programme VAMPO 2010-2015. 
VAMPO 本文 タイト のフ ンラン 「SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 
VUOSIKSI 2010–2015」に るVAMMAISPOLIITTINEN （ 害 政策）の略  
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の として社会的包 （social inclusion）とア セシ リ を 視し行政 社会に

る を めて とが 9  
 
2. に な の への 10 

害の る め に関して な の への 用 、リ リ ーシ

ン、 に関する 経済 用 、社会保 、 で る 国 にか

か る国 戦略 と を し 用 務 の全国ネット ー を構 する か 、個

に 的に ー スを しな ー ス の めの の一 国から地 治

に 、地 治 が個別 ー スの を 地域のニーズに て する

と と 1990 年 の経済 に 20 の を し、 に に な の

めのシス ムの が るとと に、 害の る 等を として 用し社会

保 を する 策が模 と が る 害の る の に に

する が ると考 る が ると 果が 、 し 経 と の進

行による を に、 害の る 等を一 市 に な で

めに のよ な社会的 用の グラムが ら  
 害の る と の 別 用 
来の保 用 度から 1990 年 に の を経て発展し ので、 的 用の

の を する グラムとして 、生 的 ー シ ッ 11（ 用）、

的 ー ス 用センター、 的 害の る の めの 活動 ニット12、 害の

るリ リ の の めの 活動 ニット ラ ウス等が 、2011 年 の

ータで 290 ニットを 16,000 が 用し との とで る な 保

ー スに係る地 治 で る  
 リエン ーシ ンの めの ー シ ッ  

1980 年 90 年 に の 年 の ー シ ッ として開

ので、2011 年 の ータで 250 ニット、年 10,000 12,000 が 用し と

る な ー ス よ 地 治 で る  
 を とし 活動 

                                                  
9 Ministry of Social Affairs and Health（2018）Right to social inclusion and equality: The National 

Action Plan on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2018 2019 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160834  2012/02/10  

10 の の 本 報 国際交流 が 2011 年 1 に行 国際シンポジウムに るマリ ッタ・ ラ

ン 氏（フ ンラン VATES 団 経 ）の報告「フ ンラン に る ーシ ・フ

ーム 害 用に る 」に 、 、 の文 、 で して る 国際交流

国際シンポジウム ーシ ・フ ームを とし 日本と の （2011 年 1 30 日）報告

よ http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/110130_seminar/report_4.html 2020/02/12  
11 生 的 ー シ ッ る で、一 市 での の が て な 害の

る に の を する の が 2000 年 に し、か にリ リ ーシ ン、

が し と る 地 治 による のと 団 会のよ な民 関による のが

、 のし と公的 が よ 2 1 で  
12 の 活動 ニット 一 用に る めの ので る  
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1990 年 に構 的 の を 的として開 、2011 年 の ータで 188 の会

が し、 の一 が 活動を展開して年 4,000 5,000 を とし 用活

動を行 と る な 用 ー スと の の で  
し グラム 、 、 用と とに して る が 、

害の る に で持続可能な 用を する 度 な で

を るのが、 で る社会的 で る  
 
3. フ ンラン の社会的 （Sosiaalinen yritys）13 

で social enterprie し social firm と ば 14、1990 年 の経済 動 の

構 的 への の１ として るよ にな 、 用の として

ら るよ にな ので15、2003 年に社会的 （Laki sosiaalisista yrityksistä 
1351/2003）が て 度が ら 16  
 社会的 の 的と 、 と 害の る の の めに が

な に 用 会を する とで、 と 、 続 12 か る 回の

を合 して 12 か になる の 、 し 500 日 で

を して る で る 害の る の の る による が

となる 社会的 の の 30 が 害の る の の る

、 る 、 害の る と で、 全 団 に 、

の に る を る と、 の に る

の 75 （ 害の る の 合 50 ）で る 社会的 民

、 団 、第 セ ターな な が 可能で る  

                                                  
13 の の 本 報 公 団 日本 害 リ リ ーシ ン 会が 2015 年 8 に行 「フ ン

ラン ーシ フ ーム 報告会」で フ ンラン 経済 用 用 による

「フ ンラン の ーシ フ ーム 」に 、 、 の文 、 で して る

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20151021/fi_sf13.html 2020/02/12  
14 social enterprise と social firm に て、 ば公 団 日本 害 リ リ ーシ ン 会の

イト「 害保 研究 報シス ム」で のよ に して る  
「日本で 、 害 の として、 度に 「 ・ 、 規模 」と「

」の 2 が るが、 ー ッ で 第 3 の として、 ーシ ・エンター ライズ（社会

）が る ーシ ・エンター ライズ 社会的な 的を ジネス で行 ので る の

、 で生 活動を行 、 ー スを市 で し、 を に する で、社

会的 的を る ーシ ・フ ーム ーシ ・エンター ライズの一 で 、 害

る 市 で な に る の めに を生 し、 用の 会を す

る とに を ジネスで、イタリアで 「 ーシ ・コーポラ （社会的 同 合）」

と 1970 年 に北イタリアの 院で、 院治 が でな な が地域に に

とし が、 別 から 用する が なか め、 院 と が一 にな て

をする を ら て のが で る の 1980 年 に イ 、 ラン 、フ

ンラン 、イ リスな 、 ー ッ 地に が 」

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/glossary/Social_Firm.html 2020/02/12  
15 10 に し マリ ッタ・ ラン 報告（2011）による 
16 経済 用 HP: https://tem.fi/en/social-enterprises 、 の日本 フ ンラン 務 ー

タ ース https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/20031351 の Act on Social Enterprises 
よ （2020/02/11 ） 
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らの と を し経済 用 が する に し の が

とマーケ ングに て「社会的 」と と ID を 用で る

を なか が し 合 の となる ば を す

の 合が 30 未 に しか が を す の を 6 か

に 用 を なか 合な が る の 51 から

る が 17、 の ジネスとして ・ 18で活動して ー ス

を生 し を す  
社会的 が 用で る として が 、一 に なか 一 よ

て る の る  
環境  

一 、社会的 に共 して 害の る に合 環境 に して

、 に 度の 害の 合に る  
用政策 （ 開発 ） 

一 に な 、 市 に て な に る の 用を に 的とし の

合、 用 、社会的 の （ ）と の活動の （ ）の めの

用政策 を で る となる総活動 の 75%を とし、 活動の

開 と にかかると推 る 、 可能で るが、 に 用で な  
  

公的 用 ー ス 19 （Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012）に

ので、 の の ス を 一 市 での を 進する め

用 に 、 用 に でな の となる 一

と共 の 度で、 害の る に する 、 コストの

50 、 24 か が、 害の る の の

る に 36 で、 らに個 の 用のニーズに て 続 が可能で る

とから、 的に 的な の を  
 害の る に 用の を し、社会的 が ・研 、

を行 とな 、市民の ・ 、 ラン アの関 、地域との なが が 成

して、社会的包 に を 社会的 で るが、 一 として

ら る を 行政の 理を ら て を して 社会的 の をしな

、 治 の関 が が、 が 政が すると、

                                                  
17 10 に し マリ ッタ・ ラン 報告（2011）による 
18 ：レストラン フ 、 、 フ 、 務 、 の リ ー、 動 、ジム、リ

イ センター、 動 理、 ーム ー ー ス、 ー ス、 ー ス、 、

、 、 ー ス、 ・大 、 ー ス、タイ ー ス、 研 、セラミッ

、 報 な  
19 の日本 フ ンラン 務 ータ ース

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2012/20120916 の Act on public employment and 
business service による （2020/02/11 ） 
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が ット る、 に関する を して な る、と

の課題 の めの経 の が て る20  
 
4. に 

のよ な の グラムによ て構成 る、 害の る な に な

の に するフ ンラン の 政策 、一 市 への 的な 進 セ

スとして の のよ に る  
  

 
：公 団 日本 害 リ リ ーシ ン 会シンポジウム「フ ンラン ーシ フ ーム

報告会」（2015）関 「フ ンラン に る社会的 用」（ ス 団 ッ ・リン ー

グ氏の発 ）21よ 用 

 
 社会的 が関 る 社会的 用で る 用と一 市 とな て 、

を 用し を を る経 が て る  
 際に し 一 を すので な 、 の 害に て グラ

ム 用を 用しながら生活する 害の る 2019 年 8 に、フ

ンラン の 害 団 へのインタ ュー 害の る の グラムの

を行 会を が、 のニーズに て継続的に関 る の を社会

の として て る とが かが 一 、 し ニーズに る の

して る 状 し 、スウ ー ンを に、 害の

る でな 務 からの 民と な な を に

                                                  
20 谷 「フ ンラン に ーシ フ ームの の 」（ 13 に し シンポジウム 2015

報告の１）による  
21 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/seminar20151021/fi_sf12.html 2020/02/15  
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「 能 työkyky（work ability）」 グラムを る動 るとの とで

の 、 んな に の の能 が のかか が で ると

視 で ると 、 的 からの個別 の が るが

で る22  
 フ ンラン で と 年 の 、 政の 、地 治 との ー ス

な を に、保 ・ ー スを 地 治 を 域の 治エリアに し

民 ー ス 用に に すると る「SOTE 」が 2015 年から て

23（ 2016、 山 2016） 度 ・ 歴 に 継が て進行

で 、 害 ー ス 政策に 大 な が る 続 視

して  
 
文 ・  

・ 裕 （2017）  フ ンラン の歴史 公論 社 
・公 団 日本 害 リ リ ーシ ン 会（2015） 報告  フ ンラン ーシ
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・ ・ (（2012）「フ ンラン の ー ナ ・アシスタンス 度の 状と

課題」 北 報センター年報 Vol.4, pp5-14 
・国際交流 （2011） 国際シンポジウム ーシ ・フ ームを とし 日本と

の （2011 年 1 30 日）報告  
・Ministry of Social Affairs and Health Finland（2006） 

 Government Report on Disability Policy 2006 
・ （2012）Finland’s Disability Policy Programme VAMPO 2010-2015 
・ （2018）Right to social inclusion and equality: The National Action 

 Plan on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2018 2019 
・ 一・一 ケ （1998） の社会  スウ ー ン・フ ンラン

報社 
・TAKAHASHI, Ryoko (2017) Comparative Study on Successful Advocacy Work to 

Develop the Participation of Disabled People. Bulletin of the Faculty of Human 
Sciences, Kanazawa University, 8・9,30-43 

・ （2016）「フ ンラン に る 民 」 北 ー ッ 研究 2015 年度 
第 12 pp37-45 

・山 （2009）「フ ンラン の が 」 北 報センター年報 vol1, 
pp85-91 

・ 山 一（2016）「フ ンラン に る 2016 年度国庫 の動 と SOTE 」 開

発論 97 pp69-90 

                                                  
22 研 16H03710「 を る に 「 的 市 」創 の可能 に関する国際

」（ ： 公 ）の一環として 2020 年 8 13・14 日にフ ンラン 的 害 会、VATES
団、 シン の ンター市の グラム等でインタ ュー を行  
23 フ ンラン 政 HP: https://soteuudistus.fi/etusivu 2020/02/15  
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